
 
 
 

令和２年１２月市議会定例会 提出議案 
 

 

議 案 種 別 件数（件） 

条 例 議 案 ７ 

一 般 議 案 ２５ 

補 正 予 算 議 案 １１ 

合    計 ４３ 

 



番号 件　　　　　名 提出局

1
北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改
正について

2
北九州市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例の廃止につ
いて

3 北九州市道路占用料徴収条例の一部改正について

4 北九州市普通河川管理条例の一部改正について

5 北九州市準用河川占用料等徴収条例の一部改正について

6 北九州市火災予防条例の一部改正について 消防局

7
戸畑枝光線（牧山枝光間）橋梁上部工製作架設工事（３０－
９）請負契約の一部変更について

8 小池特別支援学校改築工事（第１期）請負契約締結について

9 当せん金付証票の発売について 財政局

10 市道路線の認定、変更及び廃止について

11 土地の取得について

12 土地の取得について

13
指定管理者の指定について（北九州市立男女共同参画セン
ター）

総務局

14 指定管理者の指定について（北九州市立曽根臨海運動場）
市民文化
ｽﾎﾟｰﾂ局

15～26
指定管理者の指定について（北九州市立特別養護老人ホーム
かざし園等）

保　健
福祉局

27～31
指定管理者の指定について（北九州市立小倉北ふれあい保育
所等）

子ども
家庭局

32 令和２年度北九州市一般会計補正予算について

33 令和２年度北九州市国民健康保険特別会計補正予算について

34 令和２年度北九州市卸売市場特別会計補正予算について

保　健
福祉局

建設局

技　術
監理局

建設局

令和２年１２月市議会定例会　　提出議案件名

財政局



番号 件　　　　　名 提出局

35 令和２年度北九州市渡船特別会計補正予算について

36 令和２年度北九州市土地区画整理特別会計補正予算について

37 令和２年度北九州市港湾整備特別会計補正予算について

38 令和２年度北九州市土地取得特別会計補正予算について

39 令和２年度北九州市介護保険特別会計補正予算について

40
令和２年度北九州市学術研究都市土地区画整理特別会計補正
予算について

41
令和２年度北九州市後期高齢者医療特別会計補正予算につい
て

42 令和２年度北九州市公営競技事業会計補正予算について

43
北九州市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正につい
て

総務局

財政局



Ｎｏ 

１ 

北九州市社会福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に 

ついて 

（保健福祉局障害福祉部障害者支援課） 

 

北九州市立北方ひまわり学園を廃止するため、関係規定を改めるもの 

   

  １ 児童発達支援センターの廃止（別表第１、別表第４関係） 

名 称 北九州市立北方ひまわり学園 

位 置 北九州市小倉南区北方二丁目１６番１号 

 

２ 施行期日 

令和３年１月１日  

 

1



Ｎｏ 

２ 

 北九州市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例の廃止について 

 

             （保健福祉局健康医療部保険年金課） 

            

北九州市国民健康保険高額療養資金貸付基金を廃止するため、北九州 

市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例を廃止するもの 

          × 

  １ 廃止する条例 

北九州市国民健康保険高額療養資金貸付基金条例 

 

  ２ 施行期日 

令和３年４月１日 
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Ｎｏ 

３ 

北九州市道路占用料徴収条例の一部改正について 

 

（建設局総務部管理課） 

  

道路占用料の適正化を図るため、関係規定を改めるもの 

 

１ 道路占用料の改定（主なもの）（別表関係） 

占用物件 現行 改正後 

地下街及び

地下室（占

用面積１平

方メートル

につき１年

） 

階数が１

のもの 

近傍類似の土地の

時価に０．００４

を乗じて得た額 

近傍類似の土地の

時価に０．００５

を乗じて得た額 

階数が２

のもの 

近傍類似の土地の

時価に０．００７

を乗じて得た額 

近傍類似の土地の

時価に０．００８

を乗じて得た額 

階数が３

以上のも

の 

近傍類似の土地の

時価に０．００８

を乗じて得た額 

近傍類似の土地の

時価に０．０１を

乗じて得た額 

自転車等を駐車させる

ため必要な車輪止め装

置その他の器具（占用

面積１平方メートルに

つき１年） 

近傍類似の土地の

時価に０．０２８

を乗じて得た額 

近傍類似の土地の

時価に０．０３３

を乗じて得た額 

 

２ 施行期日 

  令和３年４月１日 
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Ｎｏ 

４ 

 北九州市普通河川管理条例の一部改正について 

 

                 （建設局河川部河川整備課） 

  

普通河川占用料等の適正化を図るため、関係規定を改めるもの 

 

１ 流水占用料の改定（別表関係） 

種別 現行 改正後 

原動力に供するもの（占用許

可水量毎秒１リットルにつき

１年） 

  ９７円   ９９円 

鉱工業用その他に供するもの

（占用許可水量毎秒１リット

ルにつき１年） 

５，４００円 ５，５００円 

 

２ 土地占用料の改定（別表関係） 

種別 現行 改正後 

地下街及び地下

室（占用面積１

平方メートルに

つき１年） 

階数が１

のもの 

近傍類似の土地

の時価に０．０

０４を乗じて得

た額 

近傍類似の土地

の時価に０．０

０５を乗じて得

た額 

階数が２

のもの 

近傍類似の土地

の時価に０．０

０７を乗じて得

た額 

近傍類似の土地

の時価に０．０

０８を乗じて得

た額 

階数が３

以上のも

の 

近傍類似の土地

の時価に０．０

０８を乗じて得 

近傍類似の土地

の時価に０．０

１を乗じて得た 

(次頁に続く) 

4



（続き） 

  た額 額 

耕作地（占用面積１平方メ

ートルにつき１年） 

１０円      ８円 

 

３ 土石採取料の改定（別表関係） 

種別 現行 改正後 

土砂（１立方メートル） １１４円 １１６円 

砂（１立方メートル） １４８円 １５０円 

砂利（１立方メートル） ２２９円 ２３３円 

栗石（１立方メートル） １４８円 １５０円 

 

４ 施行期日 

   令和３年４月１日 
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Ｎｏ 

５ 

 北九州市準用河川占用料等徴収条例の一部改正について 

 

                 （建設局河川部河川整備課） 

  

準用河川占用料等の適正化を図るため、関係規定を改めるもの 

 

１ 流水占用料の改定（別表関係） 

種別 現行 改正後 

原動力に供するもの（占用許

可水量毎秒１リットルにつき

１年） 

  ９７円   ９９円 

鉱工業用その他に供するもの

（占用許可水量毎秒１リット

ルにつき１年） 

５，４００円 ５，５００円 

 

２ 土地占用料の改定（別表関係） 

種別 現行 改正後 

地下街及び地下

室（占用面積１

平方メートルに

つき１年） 

階数が１

のもの 

近傍類似の土地

の時価に０．０

０４を乗じて得

た額 

近傍類似の土地

の時価に０．０

０５を乗じて得

た額 

階数が２

のもの 

近傍類似の土地

の時価に０．０

０７を乗じて得

た額 

近傍類似の土地

の時価に０．０

０８を乗じて得

た額 

階数が３

以上のも

の 

近傍類似の土地

の時価に０．０

０８を乗じて得 

近傍類似の土地

の時価に０．０

１を乗じて得た 

(次頁に続く) 
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（続き） 

  た額 額 

耕作地（占用面積１平方メ

ートルにつき１年） 

１０円      ８円 

 

３ 土石採取料の改定（別表関係） 

種別 現行 改正後 

土砂（１立方メートル） １１４円 １１６円 

砂（１立方メートル） １４８円 １５０円 

砂利（１立方メートル） ２２９円 ２３３円 

栗石（１立方メートル） １４８円 １５０円 

 

４ 施行期日 

   令和３年４月１日 
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Ｎｏ 

６ 

北九州市火災予防条例の一部改正について 

 

（消防局予防部指導課） 

 

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱い 

 に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、位置 

、構造及び管理に関する基準の対象となる急速充電設備の範囲を拡大す 

る等のため、関係規定を改めるもの 

 

１ 急速充電設備の範囲の上限の拡大（第１３条の２関係） 

現行 改正後 

全出力２０キロワット以下の

もの及び全出力５０キロワッ

トを超えるものを除く。 

全出力２０キロワット以下の

もの及び全出力２００キロワ

ットを超えるものを除く。 

 

２ 急速充電設備の位置、構造及び管理に関する基準の追加（第１３ 

 条の２関係） 

  コネクター、充電用のケーブル、内蔵する蓄電池等に係る急速充 

電設備の構造等に関する基準を追加する。 

 

３ 設置を届け出なければならない設備の追加（第６７条関係) 

設置を消防署長に届け出なければならない設備に、全出力５０キ 

ロワットを超える急速充電設備を追加する。 

 

４ 施行期日 

令和３年４月１日 
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Ｎｏ 

７ 

戸畑枝光線（牧山枝光間）橋梁上部工製作架設工事（３０－９）

請負契約の一部変更について 

                 （技術監理局契約部契約課） 

  

 戸畑枝光線（牧山枝光間）橋梁上部工製作架設工事（３０－９）請負

契約について、契約金額を変更するもの           

 

１ 既決契約金額 ７億２，８３５万２，０００円 

 

２ 変更契約金額 ７億６，４６１万４，６００円 
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Ｎｏ 

８ 

小池特別支援学校改築工事（第１期）請負契約締結について 

 

（技術監理局契約部契約課）

 

  小池特別支援学校改築工事（第１期）請負契約を締結するもの 

 

１ 契約金額 １２億２，９８０万円 

 

２ 契約方法 一般競争入札 

   

  ３ 工  期 契約締結の日から令和４年１月２１日まで 

 

４ 契約の相手方 北九州市門司区小森江三丁目１２番１０号 

           九鉄工業株式会社 
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Ｎｏ 

 ９ 

 当せん金付証票の発売について 

  

（財政局財務部財政課）

 

  令和３年度において本市が発売する当せん金付証票の発売総額の範囲

を定めるもの 

 

発売総額  １３５億円以内 
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Ｎｏ 

１０ 

市道路線の認定、変更及び廃止について 

 

 （建設局総務部管理課）

 

市道路線の整備を図るため、路線の認定、変更及び廃止を行うもの 

 

 数 延 長 面 積 

認 定 ２６路線 １，９８４ｍ ９，３０２㎡ 

変 更 ８路線 △１７８ｍ １，３３９㎡ 

廃 止 １１路線 △１，５６６ｍ △１０，５９１㎡ 
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Ｎｏ 

１１ 

 土地の取得について 

  

（建設局用地部用地課）

  

  小倉南区大字吉田に所在する土地を恒見朽網線道路整備事業用地と 

 して買い入れるもの 

 

  １ 土地の地目及び所在地 

    池沼 

    小倉南区大字吉田２５５６番１のうち 

    山林 

    小倉南区大字吉田２３３５番１のうち 

    原野 

    小倉南区大字吉田２５５１番１のうちほか３筆 

    雑種地 

    小倉南区大字吉田２３３５番５のうちほか２筆 

 

  ２ 土地の面積 

    １万７，１０３．３９平方メートル 

 

  ３ 買入れ予定金額 

    ２億２，７４７万５，０８７円 
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Ｎｏ 

１２ 

 土地の取得について 

  

（建設局用地部用地課）

  

  門司区大字恒見に所在する土地を恒見朽網線道路整備事業用地とし 

 て買い入れるもの 

 

  １ 土地の地目及び所在地 

    宅地   

    北九州市門司区大字恒見１３６０番１０のうちほか１筆 

    山林 

    北九州市門司区大字恒見２５番のうちほか３筆 

    雑種地 

    北九州市門司区大字恒見１３１３番１３のうち 

 

  ２ 土地の面積 

    １万４，０２４．０４平方メートル 

 

  ３ 買入れ予定金額 

    ２億３８７万７，７７８円  
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Ｎｏ 

１３ 

指定管理者の指定について（北九州市立男女共同参画センター） 

 

（総務局女性の輝く社会推進室男女共同参画推進課）

  

  北九州市立男女共同参画センターについて、指定管理者を指定するも

の 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

    北九州市立男女共同参画センター 

 

  ２ 指定管理者に指定する者 

公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム 

 

  ３ 指定する期間  

    令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで 
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Ｎｏ 

１４ 

指定管理者の指定について（北九州市立曽根臨海運動場） 

 

（市民文化スポーツ局スポーツ部スポーツ振興課）

  

  北九州市立曽根臨海運動場について、指定管理者を指定するもの 

 

１ 指定管理者に管理を行わせる施設 

    北九州市立曽根臨海運動場 

 

  ２ 指定管理者に指定する者 

株式会社スピナ 

 

  ３ 指定する期間  

北九州市立曽根臨海運動場の供用開始の日から令和７年３月３１ 

日まで 
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Ｎｏ 

15～26 

 指定管理者の指定について（北九州市立特別養護老人ホームかざ

し園等） 

 （保健福祉局総務部総務課）

  

  北九州市立特別養護老人ホームかざし園等について、指定管理者を指

定するもの  

  

Ｎｏ 指定管理者に管理を行わ

せる施設 

指定管理者に

指定する者 

指定する期間 

１５ 北九州市立特別養護老人

ホームかざし園 

社会福祉法人

北九州市福祉

事業団 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 

１６ 北九州市立到津ひまわり

学園 

社会福祉法人

北九州市福祉

事業団 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 

１７ 北九州市立若松ひまわり

学園 

社会福祉法人

北九州市福祉

事業団 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 

１８ 北九州市立引野ひまわり

学園 

社会福祉法人

北九州市福祉

事業団 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 

１９ 

 

北九州市立本城リサイク

ル工房 

社会福祉法人

北九州市手を

つなぐ育成会 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 

２０ 北九州市立浅野社会復帰

センター 

 

社会福祉法人

北九州精神保

健福祉事業協

会 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 

２１ 

 

 

北九州市立浅野工芸舎 社会福祉法人

北九州市手を

つなぐ育成会 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 

（次頁に続く）
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（続き） 

２２ 北九州市立洞海工芸舎 社会福祉法人

北九州市手を

つなぐ育成会 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 

２３ 北九州市立八幡東工芸舎 社会福祉法人

北九州市手を

つなぐ育成会 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 

２４ 北九州市立門司障害者地

域活動センター 

社会福祉法人

あすなろ学園 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 

２５ 北九州市立小倉南障害者

地域活動センター 

社会福祉法人

北九州あゆみ

の会 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 

２６ 北九州市立八幡西障害者

地域活動センター 

 

社会福祉法人

北九州市手を

つなぐ育成会 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 
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Ｎｏ 

27～31 

 指定管理者の指定について（北九州市立小倉北ふれあい保育所

等）  

（子ども家庭局子ども家庭部総務企画課）

  

  北九州市立小倉北ふれあい保育所等について、指定管理者を指定する

もの   

 

Ｎｏ 指定管理者に管理を行わ

せる施設 

指定管理者に

指定するもの 

指定する期間 

２７ 北九州市立小倉北ふれあ

い保育所 

（乳児部） 

（夜間部） 

社会福祉法人

正善寺福祉会 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 

２８ 北九州市立北方保育所 社会福祉法人

北九州市保育

事業協会 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 

２９ 北九州市立陣原保育所 社会福祉法人

北九州市保育

事業協会 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 

３０ 北九州市立千防保育所 社会福祉法人

北九州市保育

事業協会 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 

３１ 北九州市立ユースステー

ション 

ユースの未来

共同事業体 

令和３年４月１日

から令和８年３月

３１日まで 
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№ 件    名 要       旨 

令 

和 

２ 

年 

度 

予 

算 

規 

模 

区  分 補正額の合計 補正後の予算総額 

一般会計 9 億 3,636 万 1 千円 0 7,556 億 4,789 万 5 千円 

特別会計 △7,863 万 1 千円 0 4,257 億 1,997 万 2 千円 

企業会計 369 億 4,992 万 7 千円 0 2,527 億 0,591 万 7 千円 

合  計 378 億 0,765 万 7 千円 1 兆 4,340 億 7,378 万 4 千円 

32 

令和２年度北九州市 

一般会計 

 補正予算について 

１ 補正額 

 (債務負担)

２ 総 額 

9 億 3,636 万 1 千円 

48 億 1,840 万円 

7,556 億 4,789 万 5 千円 

33 

令和２年度北九州市 

国民健康保険特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 

 ２ 総 額 

△6,999 万 1 千円 

 

1,013 億 3,000 万 9 千円 

34 

令和２年度北九州市 

卸売市場特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 

 ２ 総 額 

0,00  △650 万 6 千円 

 

0, 12 億 4,102 万 4 千円 

35 

令和２年度北九州市 

渡船特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 

 ２ 総 額 

0,00   △62 万 1 千円 

 

0, 3 億 8,227 万 9 千円 
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36 

令和２年度北九州市 

土地区画整理特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 

 ２ 総 額 

0 円 

 

0,017 億 5,800 万円 

37 

令和２年度北九州市 

港湾整備特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 

 ２ 総 額 

0 円 

 

0,052 億 9,200 万円 

38 

令和２年度北九州市 

土地取得特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 

 ２ 総 額 

0,00  0,000 万  0 円 

 

49 億 2,330 万円 

39 

令和２年度北九州市 

介護保険特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 

 ２ 総 額 

0,00  0,758 万 5 千円 

 

1,072 億 4,445 万 8 千円 

40 

令和２年度北九州市 

学術研究都市土地区画 

整理特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 

 ２ 総 額 

0,00           0 円 

 

4 億 0,500 万円 

41 

令和２年度北九州市 

後期高齢者医療特別会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 

 ２ 総 額 

0,00  △909 万 8 千円 

 

166 億 4,690 万 2 千円 

42 

令和２年度北九州市 

公営競技事業会計 

補正予算について 

 １ 補正額 

 

 ２ 総 額 

0,369 億 4,992 万 7 千円 

 

1,599 億 1,085 万 7 千円 
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Ｎｏ 

４３ 

 北九州市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

                   （総務局人事部給与課） 

  

  児童相談等業務手当を新設するため、関係規定を改めるもの 

 

  １ 特殊勤務手当の新設（別表関係） 

 種類 支給範囲 手当額 

児童相談等 

業務手当 

子ども総合センターに勤務する 

職員が、児童の福祉に関する相 

談、指導、一時保護等の業務に 

従事したときに支給する。 

従事した１日につ 

き１，０００円 

 

 

２ 施行期日 

  令和３年１月１日 
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